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市 勢 
 

 

◆市制施行◆   昭和２１年１１月１日 
 

◆市  章◆   制定 昭和２６年１１月１日 
 

 

この市章は、「守口」の２文字を図案化したもので、市制施行  

５周年記念に、市民から公募した作品の中から選ばれたものです。   

「守口」の２文字を太く、力強く表現しています。 

 

◆市の沿革◆ 
 

守口市は、大阪平野のほぼ中央部、淀川の左岸に位置し、大阪市（南・西）、門真市

（東）、寝屋川市（北）に接した平坦地です。 

昭和２１年１１月１日、当時の守口町と三郷町が合併し、全国で２０６番目、大阪

府で１１番目の市として、守口市が誕生しました。当時は、市域のほとんどが、はす

畑などの田や畑でしたが、昭和３２年に隣接する庭窪町と合併し、現在の市の姿にな

り、この頃から急激に人口が増え都市化が進みました。 

昭和４６年には、人口がピークに達し、市域面積１３.１３ｋ㎡（国土地理院による

地形図境界修正に伴う測定の結果、平成２７年４月から１２.７１ｋ㎡）に１８万８千

人が暮らし、１ｋ㎡に１４,３１８人が住むという、全国でも有数の人口密度が高い都

市になりました。その後ドーナツ化現象が進み、人口は徐々に減り、令和８年４月１

日現在１４０，６９５人、人口密度は１ｋ㎡当たり１１，０７０人になりました。 

現在の本市は、全域が市街化され、市内には京阪電鉄本線、OsakaMetro 谷町線、

大阪モノレールが縦横に走り、国道１号線、国道１６３号線、大阪内環状線、大阪中

央環状線、阪神高速道路守口線、近畿自動車道など、各都市間を結ぶ主要道路網が整

備され、また水道や下水道、道路、学校、コミュニティセンター、図書館、商店街・百

貨店など、都市基盤・生活機能が充実した住宅都市であり、さらに市内に大手家電メ

ーカー（パナソニック㈱）の工場や関連の中小企業が集積する産業都市でもあります。 
 

◆市の木・市の花◆  制定 昭和４８年５月３日 
 

○ 市の木：くすのき  【選定理由】 樹木類のなかで最も寿命が長く、また強健な

樹木であり、形態も雄大である。人の多く集ま

るところに植樹されており、市民との生活にも

結びつきが深く、古くから親しまれている。 

 

○ 市の花：さ つ き  【選定理由】 花が大衆的で栽培、増殖も容易で、また色彩感

にあふれているため、今後ますます広く普及し、

多くの市民が愛好するにふさわしい花である。 
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◆人口・世帯数・面積◆ 【 令和８年４月１日現在 】 

 

 ○ 人 口  １４０，６９５ 人  （ 男 ６８，１６７人、女 ７２，５２８ 人 ） 

 ○ 世帯数   ７５，１１９ 世帯 

 ○ 面 積    １２．７１ ㎢ 
 

◆市民憲章◆  制定 昭和４８年５月３日 

 
わたしたちは、自由と平和を愛し、人間尊重と自主自立の精神に立ち、互いに協力

してよりよい生活を営むためにこの憲章を制定します。 
 

(１) わたしたちは、公害を出さないように心がけ、緑と広場のある生活環境をつくり

ましょう。 

(２) わたしたちは、お互いに仲良くし、あたたかい人間関係によって連帯感を育てま

しょう。 

(３) わたしたちは、自然と文化財を守り、教養を高め、常識豊かな社会人となりまし

ょう。 

(４) わたしたちは、社会福祉を進め、特に青少年に夢を、老人、身障者らには行きと

どいた愛の手を伸ばしましょう。 

(５) わたしたちは、市政に対して批判と協力を惜しまず、明るい守口市をつくりまし

ょう。 
 

◆都市宣言◆ 
 

 ○ 交通安全都市宣言        （市長提出議案） 昭和３７年 ２月２１日 

 ○ 暴力排除都市宣言        （議員提出議案） 昭和３９年 ３月１６日 

 ○ 非核平和都市宣言        （決議案）    昭和５８年 ３月２８日 

 ○ ゆとり宣言           （決議案）    平成  ２年 ７月  ４日 

 ○ 環境宣言            （決議案）    平成  ５年１０月 １日 

 ○ 自由と基本的人権を守る都市宣言 （決議案）    平成  ６年 ３月２４日 
 

◆姉妹都市・友好都市◆ 
 

 ○ 姉妹都市：ニューウエストミンスター市（カナダ） 昭和３８年４月１０日 提携 

 ○ 友好都市：中山市（中華人民共和国）       昭和６３年４月１８日 締結 
 

◆友好都市◆ 
 

 ○ 東洋町（高知県）    昭和５６年 ５月６日 友好提携締結 

 ○ かつらぎ町（和歌山県） 平成１７年１０月１日 友好提携締結 

昭和５６年５月１２日花園村と友好提携を結ぶ。 

平成１７年１０月１日花園村がかつらぎ町に編入 

合併 

 ○ 高島市（滋賀県）    平成１８年４月２５日 友好交流調印 

昭和５６年６月６日安曇川町と友好提携を結ぶ。 

平成１７年１月１日安曇川町が５町村と合併し、 

高島市となる 
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◆産業別就業人口◆ 【 令和２年国勢調査 】 
 

区    分 就業人口 構成比 

第 １ 次 産 業 ４７ 人  ０．１ ％  

第 ２ 次 産 業 １２，７４０ 人  ２３．９ ％  

第 ３ 次 産 業 ３９，１８１ 人  ７３．5 ％  

分 類 不 能 の 産 業 １，３７４人  ２．６ ％  

総    数 ５３，３４２人  １００．０ ％  

 

 

◆職 員 数◆ 【 令和８年４月１日現在 】 
 

区    分 人  数 構成比 

市 長 部 局 ５０７人 ８４．１％ 

議 会 事 務 局   ８人  １．３％  

教 育 委 員 会 ４８人  ８．０％ 

水 道 局 ３４人  ５．６％ 

そ の 他 ６人  1．０％  

合    計 ６０３人 １００．０％  

 

 

財 政 
 

 

◆会計別予算◆ 
 

年度 

会計別 

令和８年度 令和７年度 

当初予算額 
（千円） 

構成比 
（％） 

当初予算額 
（千円） 

構成比 
（％） 

一 般 会 計 74,780,000 60.6 79,398,480 62.1 

特 別 会 計 35,453,000 28.7 35,581,000 27.8 

国 民 健 康 保 険 事 業 13,946,000 11.3 14,223,000 11.1 

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 3,107,000 2.5 2,818,000 2.2 

介 護 保 険 事 業 会 計 17,984,000 14.6 18,054,000 14.1 

公共用地先行取得事業 416,000 0.3 486,000 0.4 

企 業 会 計 13,132,556 10.7 12,882,861 10.1 

水 道 事 業 4,476,936 3.6 4,497,039 3.5 

公 共 下 水 道 事 業 8,655,620 7.0 8,385,822 6.6 

合    計 123,365,556 100.0 127,862,341 100.0 
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◆一般会計予算◆ 
 

○ 歳 入 

年度 

 款 

令和８年度 令和７年度 

当初予算額 
（千円） 

構成比 
（％） 

当初予算額 
（千円） 

構成比 
（％） 

市 税 23,937,632 32.0 23,770,378 29.9 

地 方 譲 与 税 209,100 0.3 218,000 0.3 

利 子 割 交 付 金 58,000 0.1 45,000 0.1 

配 当 割 交 付 金 248,000 0.3 200,000 0.2 

株式等譲渡所得割交付金 311,000 0.4 268,000 0.3 

法 人 事 業 税 交 付 金 430,000 0.6 410,000 0.5 

地 方 消 費 税 交 付 金 3,600,000  4.8 3,369,000 4.2 

自 動 車 取 得 税 交 付 金 1 0.0 1 0.0 

環 境 性 能 割 交 付 金 0 0.0 63,000 0.1 

地 方 特 例 交 付 金 225,600 0.3 130,976 0.2 

地 方 交 付 税 9,200,000 12.3 9,252,480 11.7 

交通安全対策特別交付金 15,000 0.0 19,000 0.0 

分 担 金 及 び 負 担 金 968,443 1.3 975,109 1.2 

使 用 料 及 び 手 数 料 769,583 1.0 763,674 1.0 

国 庫 支 出 金 21,025,487  28.1 21,965,631 27.7 

府 支 出 金 6,758,962 9.0 6,414,965 8.1 

財 産 収 入 410,819 0.6 592,825 0.7 

寄 附 金 250,240 0.3 250,240 0.3 

繰 入 金 1,705,800 2.3 2,111,273 2.7 

繰 越 金 1 0.0 1 0.0 

諸 収 入 1,082,232 1.5 1,292,327 1.6 

市 債 3,574,100 4.8 7,286,600 9.2 

合      計 74,780,000 100.0 79,398,480 100.0 
 

 

○ 歳  出 

年度 

 款 

令和８年度 令和７年度 

当初予算額 
（千円） 

構成比 
（％） 

当初予算額 
（千円） 

構成比 
（％） 

議 会 費 380,280 0.5 381,354 0.5 

総 務 費 6,143,109 8.2 7,674,092 9.7 

民 生 費 44,295,386 59.2 43,333,519 54.6 

衛 生 費 6,354,447 8.5 4,782,281 6.0 

産 業 費 126,234 0.2 101,848 0.1 

土 木 費 3,477,533 4.7 3,796,122 4.8 

消 防 費 2,388,733 3.2 2,613,391 3.3 

教 育 費 6,408,281 8.6 12,078,032 15.2 

災 害 復 旧 費 1 0.0 1 0.0 

公 債 費 5,175,996 6.9 4,607,840 5.8 

予 備 費 30,000 0.0 30,000 0.0 

合    計 74,780,000 100.0 79,398,480 100.0 
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議 会  

 

 

◆議会費◆ 
 

年度 

 節 

令和８年度 令和７年度 

当初予算額 
（千円） 

構成比 
（％） 

当初予算額 
（千円） 

構成比 
（％） 

報 酬 155,958 41.0 156,031 40.9 

給 料 36,484 9.6 35,274 9.3 

職 員 手 当 等 105,558 27.8 102,717 26.9 

共 済 費 52,146 13.7 54,939 14.4 

報 償 費 274 0.1 0 0.0 

旅 費 4,694 1.2 5,072 1.3 

交 際 費 400 0.1 400 0.1 

需 用 費 5,099 1.4 8,418 2.2 

役 務 費 175 0.0 195 0.1 

委 託 料 7,924 2.1 7,912 2.1 

使 用 料 及 び 賃 借 料 2,965 0.8 1,736 0.5 

備 品 購 入 費 100 0.0 100 0.0 

負担金、補助及び交付金 8,503 2.2 8,540 2.2 

公 課 費 0 0.0 20 0.0 

合    計 380,280 100.0 381,354 100.0 

 

 

◆市議会の構成◆ 

 

 
 

 

 

 

議会事務局 
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守口市議会には次の委員会が設置されています。 

区分 委員会名 所管事項 

常任委員会 総務建設委員会（8 人） 
総務、財務、土木、建築、他の委員会

の所管に属さない事項 

常任委員会 福祉教育委員会（7 人） 
民生、福祉、保健衛生、教育などに関

する事項 

常任委員会 市民環境委員会（7 人） 
防災、地域振興、環境、ごみ、上下水

道などに関する事項 

議会運営委員会

（７人） 
  議会運営や議長の諮問に関する事項 

特別委員会 
決算特別委員会 

（注意）例年 9 月に設置 
前年度の各会計決算に関する事項 

 

 ○ 議会運営委員会の構成 

守 口 市 議 会 公 明 党 ２人 大阪維新の会守口市議会議員 2 人 

日本共産党守口市会議員団 １人 守 口 未 来 会 議 1 人 

守 口 市 民 と 紡 ぐ 会 １人   

 

○ 選出基準：２人以上４人以下の会派 １人 

５人以上の会派は、１人増の基準を４人以内ごととする 

 

 

◆議員定数◆ 

 
 ○ 条 例 定 数  ２２人 

 ○ 現 員 数  ２１人 

 

  昭和３２年、議員定数は当時の法定数どおり３０人であったが、北河内郡庭窪町と

の合併に伴い、定数を３６人に改正。昭和３７年、財政運営の効率化と行政区域の狭

小さという理由から減員すべきであるとの直接請求があり、同年１２月１３日制定の

守口市議会議員定数条例により３０人と決められ、昭和３８年４月の一般選挙から施

行。 

  また、平成１６年９月執行の「守口市が門真市と合併することの市民の意思を問う

住民投票」の結果、合併反対が多数を占め合併は白紙に戻され、直面する危機的な財

政状況の下、議員定数を削減すべきとのことから、同年１２月１７日、議員提出によ

って議員定数条例を改正、定数３０人を２２人とし、平成１９年４月の一般選挙から

施行された。 
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◆議員構成◆ 

 
 ○会派別・政党別構成 

政党名 

会派名 
公明党 

大阪維

新の会 
共産党 自民党 無所属 合計 

守 口 市 議 会 公 明 党 ７人     ７人 

大阪維新の会守口市議会議員団  ５人    ５人 

日本共産党守口市会議員団   ２人   ２人 

守 口 未 来 会 議     ３人 ３人 

自由民主党守口市議会議員団    １人  １人 

守 口 市 民 と 紡 ぐ 会    １人 2 人 ３人 

合   計 ７人 ５人 ２人 ２人 ５人 ２１人 

  

 

○ 年齢別・当選回数別構成          （年齢は令和８年５月１日現在） 

当選 

年齢 
１回 ２回 ３回 ４回 ５回 ８回 合計 

20 歳～29 歳       ０人 

30 歳～39 歳 2 人      ２人 

40 歳～49 歳 1 人 1 人 1 人 1 人   ４人 

50 歳～59 歳 3 人 2 人 2 人 1 人   ８人 

60 歳～69 歳 1 人 1 人  ２人 1 人 1 人 6 人 

70 歳～79 歳     1 人  １人 

合 計 ７人 4 人 ３人 ４人 ２人 1 人 2１人 

※ 最年少 ３０歳、  最年長 ７２歳、  平均年齢 ５４．０歳 

 

 

◆定例会の回数◆ 
 

  市議会定例会の回数は、年４回。 

定例会は、２月、６月、９月及び１２月に招集されるのが例である。 

議会役員の改選は、５月臨時会で行っている（会期２日）。 

 

 

◆市議会の傍聴◆ 
 

本 会 議 

一 般 席（定員３６名） 

車いす席（定員  ５名） 

親 子 席（定員  ３名） 

委 員 会 定員は議会運営委員会室１０名、委員会室２０名 

※受付は会議の招集時間の１時間前から３０分前まで 

※受付時間内に傍聴希望者が定員を超えた場合は抽選とする。 
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◆議会活動状況◆ 

 
 ○ 本会議の開催状況（令和７年度） 

   会議 

区分 

９月 

定例会 

１０月 

定例会 

１２月 

定例会 

２月 

定例会 
計 

会 期 ２１ ７ １６ ４０ ８４ 

会 議 日 数 ２ ２ ２ ６ １２ 

市 

長 

提 

出 

条 例 ４ ５ ５ １１ ２５ 

予 算 ４ ３ ７ １８ ３２ 

決 算 (７) － － ７ ７(７) 

報 告 － － － ３ ３ 

選任同意 ２ － ２ １ ５ 

契 約 － － １ － １ 

そ の 他 (１) － ２ ３ ５（１） 

小  計 １０(８) ８ １７ ４３ ７８(８) 

議 

員 

提 

出 

条 例 － － １ － １ 

規 則 － － － － － 

意 見 書 － － － － － 

決 議 １ － ２ ３ ６ 

選 挙 ６ － － － ６ 

選 任 ５ － － － ５ 

そ の 他 ３ － － － ３ 

小  計 １５ － ２０ ４６ ９９ 

請 願 － － － １ １ 

合    計 ２５(８) ８ ２０ ４７ １００(９) 

（ ）は継続審査となった件数。 

 

○ 委員会等開催状況（令和７年度） 

会議 

区分 
委員会 協議会 計 

常任委員会 

総 務 建 設 ８ ２ １０ 

福 祉 教 育 ８ １ ９ 

市 民 環 境 １４ １ １５ 

小    計 ３０ ４ ３４ 

特別委員会 決 算 ９ － ９ 

議 会 運 営 委 員 会 ２５ － １４ 

各 派 代 表 者 会 議 １ － １ 

合          計 ６５ ４ ６９ 

 



 - 9 - 

◆議員報酬等◆ 

 

改定 

区分 
平成 26 年 7月 1 日～ 

議 長 ７０２,０００円 

副 議 長 ６６６,０００円 

議 員 ６１２,０００円 

 

 

◆政務活動費◆ 

 
 各会派に対して、所属議員１人当たり月額３０,０００円を四半期ごとに交付。 

   

 

◆議会事務局◆ 
現員数８人 

  局長１、課長１、課長代理１、主幹１、主任２、書記２ 

 


